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保護者連絡ツール「すぐーる」の登録のお願い 

 

 

平素より、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

本校では、令和６年４月から、保護者連絡ツールとして新たに「すぐーる」を利用

することとなりました。「すぐーる」では、これまでと同じく、スマートフォン等の端

末上で学校からのお便りを確認したり、保護者の皆様から欠席・遅刻等の連絡を学校

に送信したりしていただくことができます。また、スマートフォンアプリでのご利用

以外に、メールアドレスの登録でもお便りの受信や欠席等連絡の送信などがご利用い

ただけるようになります。 

つきましては、４月当初から「すぐーる」の利用を開始するため、配付の手順書等

を参考に、「すぐーる」の登録手続きをお願いします。 

「すぐーる」の活用により、学校・保護者双方の負担軽減につながることが期待で

きますので、皆様の積極的なご登録をお願いいたします。 

 

 

 

（配布文書） 

  ・令和６年度から利用する保護者連絡ツールについて 

  ・すぐーる 保護者連絡 登録手順書（保護者連絡チャネル） 

  ・すぐーる 2024年度 京都市立七条中学校 子どもＩＤ 

 

 ※チャネルとは、学校がメッセージを配信するグループのことです。 

 ※今後、複数のチャネルを使用する予定です。その場合、チャネルごとに登録手

続きを行っていただきます。（子どもＩＤの入力を求められた場合、どのチャネ

ルでも子どもＩＤは同一です。） 

 

「スクリレ」は、令和６年３月末をもって利用終了です。アンインストール

（アプリ削除）して頂いて結構です。 

 


